
柏 崎 市 福 祉 資 格 取 得 支 援 補 助 金 交 付 要 綱  

令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日  制 定  

（ 趣 旨 ）   

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、市 内 の 福 祉 事 業 所 に 勤 務 す る 福 祉 職 員 が 障 害 福 祉

サ ー ビ ス を 提 供 す る 上 で 必 要 な 資 格 取 得 を 支 援 し 、 福 祉 人 材 の 確 保

並 び に 福 祉 職 員 の 定 着 及 び 資 質 の 向 上 を 図 る た め 、 予 算 の 範 囲 内 に

お い て 、 柏 崎 市 福 祉 資 格 取 得 支 援 補 助 金 （ 以 下 「 補 助 金 」 と い う 。）

を 交 付 す る こ と に つ い て 、 新 潟 県 柏 崎 市 補 助 金 等 交 付 規 則 （ 昭 和 ５

０ 年 規 則 第 ２ ９ 号 。 以 下 「 交 付 規 則 」 と い う 。） に 定 め る も の の ほ

か 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 定 義 )   

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て 使 用 す る 用 語 は 、障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会

生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 （ 平 成 １ ７ 年 法 律 第 １ ２ ３ 号 。

以 下 「 法 」 と い う 。）、 身 体 障 害 者 福 祉 法 （ 昭 和 ２ ４ 年 法 律 第 ２ ８ ３

号 ）、 知 的 障 害 者 福 祉 法 （ 昭 和 ３ ５ 年 法 律 第 ３ ７ 号 ）、 精 神 保 健 及 び

精 神 障 害 者 福 祉 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 １ ２ ３ 号 ）、 児 童

福 祉 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 １ ６ ４ 号 ） に お い て 使 用 す る 用 語 の 例 に

よ る 。  

（ 補 助 対 象 者 ）   

第 ３ 条  補 助 金 の 交 付 の 対 象 と な る 者 は 、次 の 各 号 の い ず れ に も 該 当 す

る 事 業 者 と す る 。   

⑴   柏 崎 市 内 に 住 所 を 有 し 、又 は 補 助 金 の 交 付 申 請 を 行 お う と す る

年 度 内 に 柏 崎 市 内 に 開 設 が 見 込 ま れ る 法 第 ５ 条（ 第 ２ ４ 項 及 び 第

２ ５ 項 を 除 く ）に 規 定 す る 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 又 は 相 談 支 援 並 び に

児 童 福 祉 法 第 ６ 条 の ２ の ２ 第 １ 項 に 規 定 す る 障 が い 児 通 所 支 援

及 び 同 法 第 ４ ２ 条 第 １ 号 に 規 定 す る 福 祉 型 障 害 児 入 所 施 設 の 運

営 を 行 う 者 で あ る こ と 。  

⑵   別 表 の 補 助 対 象 事 業 を 、補 助 金 の 交 付 申 請 を 行 お う と す る 年 度

内 に 修 了 し た 職 員 を 雇 用 し て い る 者 で あ る こ と 。  

⑶  暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ３ 年 法

律 第 ７ ７ 号 ） 第 ２ 条 第 ２ 号 に 掲 げ る 暴 力 団 及 び そ れ ら の 利 益 と な

る 活 動 を 行 う 者 で な い こ と 。  



（ 補 助 金 の 額 等 ）   

第 ４ 条  補 助 対 象 事 業 、補 助 対 象 経 費 、補 助 率 及 び 補 助 限 度 額 は 、別 表

の と お り と す る 。 た だ し 、 補 助 金 の 交 付 は 、 職 員 １ 人 に つ き 、 別 表

に 掲 げ る 補 助 対 象 事 業 ご と に １ 回 限 り （ 相 談 支 援 従 事 者 主 任 研 修 、

相 談 支 援 従 事 者 現 任 研 修 、 サ ー ビ ス 管 理 責 任 者 及 び 児 童 発 達 支 援 管

理 責 任 者 更 新 研 修 を 除 く 。） と す る 。  

（ 交 付 申 請 ）   

第 ５ 条  補 助 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る 者 （ 以 下 「 申 請 者 」 と い う 。）

は 、 補 助 対 象 事 業 の 修 了 日 の 属 す る 年 度 の 各 四 半 期 の 最 終 月 の 翌 月

末 日 ま で 又 は 当 該 年 度 末 日 ま で の い ず れ か 早 い 期 間 内 に 柏 崎 市 福

祉 資 格 取 得 支 援 補 助 金 交 付 申 請 書 兼 実 績 報 告 書 （ 別 記 第 １ 号 様 式 ）

に 必 要 な 書 類 を 添 付 し て 、 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。   

（ 交 付 決 定 及 び 額 の 確 定 ）   

第 ６ 条  市 長 は 、前 条 の 規 定 に よ る 交 付 申 請 を 受 け た 場 合 は 、当 該 申 請

に 係 る 書 類 及 び 必 要 に 応 じ て 行 う 調 査 に よ り 補 助 事 業 の 成 果 を 審

査 し 、 速 や か に 補 助 金 の 交 付 又 は 不 交 付 を 決 定 し 、 交 付 す る 場 合 に

あ っ て は 交 付 す べ き 補 助 金 の 額 を 確 定 す る も の と す る 。  

２  市 長 は 、 補 助 金 を 交 付 す る 場 合 に あ っ て は 柏 崎 市 福 祉 資 格 取 得 支

援 補 助 金 交 付 決 定 通 知 書 兼 確 定 通 知 書 （ 別 記 第 ２ 号 様 式 ） に よ り 、

交 付 し な い 場 合 に あ っ て は 柏 崎 市 福 祉 資 格 取 得 支 援 補 助 金 不 交 付

決 定 通 知 書 （ 別 記 第 ３ 号 様 式 ） に よ り 、 申 請 者 に 通 知 す る も の と す

る 。  

（ 補 助 金 の 交 付 ）   

第 ７ 条  市 長 は 、前 条 の 規 定 に よ り 補 助 金 交 付 の 決 定 を 受 け た 者（ 以 下

「 補 助 事 業 者 」 と い う 。） に 対 し 、 確 定 し た 補 助 金 の 額 を 交 付 す る

も の と す る 。   

（ 是 正 措 置 ）   

第 ８ 条  市 長 は 、第 ５ 条 の 規 定 に よ る 申 請 又 は 報 告 の 内 容 に 疑 義 が あ る

場 合 は 、 申 請 者 に 必 要 な 報 告 又 は 書 類 の 提 出 を 求 め る こ と が で き る 。 

（ 交 付 決 定 の 取 消 し 及 び 返 還 ）   

第 ９ 条  市 長 は 、第 ６ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 通 知 し た 額 の 算 出 根 拠 と な

っ た 職 員 等 が 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 し た 場 合 は 、 補 助 金 の 全



部 又 は 一 部 を 取 り 消 す こ と が で き る 。   

⑴   開 設 を 見 込 ん で い た 施 設 の 運 営 を 行 う 者 が 、申 請 し た 年 度 内 に

そ の 施 設 を 開 設 で き な か っ た と き 。   

⑵   福 祉 事 業 所 等 の 運 営 を 行 う 者 が 虚 偽 の 申 請 を 行 っ た と き 。   

⑶   そ の 他 市 長 が 補 助 金 の 交 付 の 決 定 を 取 り 消 す べ き 事 由 が あ る   

と 認 め た と き 。   

２  市 長 は 、 交 付 を 決 定 し た 補 助 金 の 全 部 又 は 一 部 を 取 り 消 し た 場 合

に お い て 、 当 該 取 消 し に 係 る 部 分 に 関 し 、 既 に 補 助 金 が 交 付 さ れ て

い る と き は 、 柏 崎 市 福 祉 資 格 取 得 支 援 補 助 金 返 還 命 令 書 （ 別 記 第 ４

号 様 式 ） に よ り 、 期 限 を 定 め て 、 そ の 返 還 を 補 助 事 業 者 に 命 ず る も

の と す る 。  

 （ 延 滞 金 ）  

第 １ ０ 条  市 長 は 、 補 助 事 業 者 が 補 助 金 の 返 還 を 命 ぜ ら れ 、 正 当 な 理

由 が な く 納 期 限 ま で に 納 付 し な か っ た と き は 、 交 付 規 則 第 １ ７ 条 の

規 定 に よ り 延 滞 金 を 徴 収 す る こ と が で き る 。  

（ そ の 他 ）   

第 １ １ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、必 要 な 事 項 は 、市 長 が 別 に 定

め る 。   

附  則   

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は 、 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。   

（ 失 効 ）  

２  こ の 要 綱 は 、 令 和 １ ３ 年 ３ 月 ３ １ 日 限 り 、 そ の 効 力 を 失 う 。 た だ

し 、 補 助 金 の 支 払 に つ い て は 、 令 和 １ ３ 年 ５ 月 ３ １ 日 ま で の 間 は 、

な お そ の 効 力 を 有 す る 。  



別 表 （ 第 ４ 条 関 係 ）  

 

 補 助 対 象 事 業  補 助 対 象 経 費  補 助 率  補 助 限 度 額  

１  強 度 行 動 障 害 支 援

者 養 成 研 修（ 基 礎 ） 

職 員 の 研 修 受 講 費

用 （ 受 講 費 用 に 含

ま れ て い な い テ キ

ス ト 代 等 は 、 除

く 。）  

１ ／ ３  

た だ し 、補 助

対 象 事 業 の

修 了 に 関 す

る 手 当 制 度

（ 修 了 に よ

り 給 与 が 上

が る も の ）を

整 備 し て い

る 場 合 は 、２

／ ３  

１ 人 当 た り  

２ ， ０ ０ ０ 円  

２  強 度 行 動 障 害 支 援

者 養 成 研 修（ 実 践 ） 

１ 人 当 た り  

２ ， ０ ０ ０ 円  

３  医 療 的 ケ ア 児 等 コ

ー デ ィ ネ ー タ ー 養

成 研 修  

１ 人 当 た り  

４ ， ０ ０ ０ 円  

４  重 症 心 身 障 害 児

者 ・ 医 療 的 ケ ア 児

等 支 援 者 養 成 研 修  

１ 人 当 た り  

２ ， ０ ０ ０ 円  

５  相 談 支 援 従 事 者 初

任 者 研 修（ 区 分 １ ） 

１ 人 当 た り  

１ ４ ，０ ０ ０ 円  

６  相 談 支 援 従 事 者 初

任 研 修 （ 区 分 ２ ）  

１ 人 当 た り  

６ ， ０ ０ ０ 円  

７  相 談 支 援 従 事 者 主

任 研 修  

１ 人 当 た り  

１ １ ，０ ０ ０ 円  

８  相 談 支 援 従 事 者 現

任 者 研 修  

１ 人 当 た り  

９ ， ０ ０ ０ 円  

９  サ ー ビ ス 管 理 責 任

者 及 び 児 童 発 達 支

援 管 理 責 任 者 基 礎

研 修  

１ 人 当 た り  

２ ， ０ ０ ０ 円  

１ ０  サ ー ビ ス 管 理 責 任

者 及 び 児 童 発 達 支

援 管 理 責 任 者 実 践

研 修  

１ 人 当 た り  

２ ， ０ ０ ０ 円  



注  補 助 金 額 に １ ， ０ ０ ０ 円 未 満 の 端 数 が 生 じ た 場 合 は 、 こ れ を 切 り

捨 て る 。

 補 助 対 象 事 業  補 助 対 象 経 費  補 助 率  補 助 限 度 額  

１ １  サ ー ビ ス 管 理 責 任

者 及 び 児 童 発 達 支

援 管 理 責 任 者 更 新

研 修  

  １ 人 当 た り  

２ ， ０ ０ ０ 円  

１ ２  同 行 援 護 従 業 者 養

成 研 修  

  １ 人 当 た り  

３ ， ０ ０ ０ 円  

１ ３  重 度 訪 問 介 護 従 業

者 養 成 研 修  

  １ 人 当 た り  

２ ０ ，０ ０ ０ 円  

１ ４  喀 痰 吸 引 等 研 修

（ 第 三 号 研 修 ） 基

本 研 修  

  １ 人 当 た り  

２ ， ０ ０ ０ 円  

１ ５  喀 痰 吸 引 等 研 修

（ 第 三 号 研 修 ） 基

本 研 修（ 現 場 演 習 ）

及 び 実 地 研 修  

  １ 人 当 た り  

１ ０ ，０ ０ ０ 円  

１ ６  社 会 福 祉 士 実 習 指

導 者 講 習 会  

  １ 人 当 た り  

２ ０ ，０ ０ ０ 円  

１ ７  精 神 保 健 福 祉 士 実

習 指 導 者 講 習 会  

  １ 人 当 た り  

２ ０ ，０ ０ ０ 円  


